
京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の区域内における中小企業等の研究開発、製品開発等の促進を図り、

本市の産業の活性化と発展に寄与するため、中小企業等が利用するライフサイエンス分野に

おける新事業創出型事業施設内の賃貸室（以下「賃貸室」という。）の入居に要する経費

（以下「賃借料」という。）の一部に対する補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等

に関する条例（以下「条例」という。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付の対象となる新事業創出型事業施設） 

第２条 前条に掲げるライフサイエンス分野における新事業創出型事業施設は、国立大学法人

京都大学大学院医学研究科が運営する次に掲げるものとする。 

京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」 

 

（交付の対象） 

第３条 補助金は、施設の運営主体の入居審査を経て、前条に掲げる施設の賃貸室に入居する

個人又は団体のうち、別表に掲げる者（以下「補助事業者」という。）に対し、毎年度予算

の範囲内において交付する。 

２ 補助対象経費は、補助事業者が賃貸室の入居に係る賃貸借契約に基づいて支払う賃借料相

当額とする。この場合において、賃借料相当額は、消費税及び地方消費税相当額を含む額と

する。 

３ 補助の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。 

⑴ 京都市税の滞納のある者 

⑵ 京都市暴力団排除条例第２条第１項第４号に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者 

   

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、前条第２項で定める補助対象経費について、別表に掲げる額に、賃貸

室の面積（一の補助事業者について、５０平方メートルを限度とする。）を乗じて得た額と

する。 

２ 賃貸室の使用開始可能日の属する月又は賃貸室の入居に係る賃貸借契約終了日の属する月

における補助事業者の賃貸借期間が１箇月に満たないときの補助金の額は、その月の日数を

基礎として日割計算により算出するものとする。 

３ 補助金の額は、１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。 

 

（交付期間） 

第５条 補助金は、４月から翌年３月までを当該年度分として交付する。 

２ 補助金の交付期間は、賃貸室の入居に係る賃貸借契約書に記載されている使用開始可能日

以後の日で、補助事業者が指定する日（以下「指定日」という。）から起算する。 

３ 補助金の交付期間は、一の補助事業者に対して、指定日から起算して５箇年分を超えない

範囲内において、市長が定めるものとする。 

４ 前項に規定する交付期間の算定においては、この要綱に基づき交付された期間及び京都市

新事業創出型事業施設活用推進事業補助金の交付期間を通算するものとする。 

 



（交付の申請） 

第６条 条例第９条の規定による申請は、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設

活用推進事業補助金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）によって、事業実

施以前に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、市長がやむを得

ない事情があると認めるときは、この限りでない。 

 ⑴ 京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業計画書（第２号様式） 

 ⑵ 直近１期分の決算書（貸借対照表、損益計算書）の写し１部又は直近１期分の確定申告

書写し１部又は無添付理由書 

 ⑶ 現在事項証明書（写し可、発行日から３箇月以内のもの。）１部、又は個人事業主の開

業届出書写し１部 

 ⑷ 直近１期分の法人市民税、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の納税証明書（写し

可）１部又は無添付理由書 

 ⑸ 定款又は規約の写し（個人事業者の場合は不要） 

 ⑹ 賃貸室の入居に係る賃貸借契約書の写し 

 

（交付の決定） 

第７条 市長は、条例第９条による申請が到達してから３０日以内に条例第１０条各項の決定

をするものとする。 

２ 市長は、補助金を交付することが適当と認めるときは、京都市産学公連携医療イノベー 

ション創出支援施設活用推進事業補助金交付決定通知書（第３号様式。以下「交付決定通知

書」という。）により補助事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、補助金を交付することが不適当であると認めるときは、申請者に対し、その旨を

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金不交付決定通知書

（第４号様式）により通知するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 条例第１３条の規定による申請の取下げは、前条の規定による交付決定通知書を受領

した日から起算して３０日以内に行わなければならない。 

 

（変更等の承認の申請） 

第９条 補助事業者は、申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、

速やかに京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金変更申請書

（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

 

（変更の承認） 

第１０条 市長は、前条に規定する変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めるときは、当該変更を承認し、補助金の交付予定額又は交付額を変更し、京都市産学公連

携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金変更承認通知書（第６号様式）によ

り補助事業者に通知するものとする。 

 

（事業完了の届出） 

第１１条 条例第１８条の規定による実績報告は、当該年度の補助対象期間終了後、補助対象

期間の最終の賃借料を支払った日から起算して１４日以内、又は補助金の交付決定に係る会

計年度の終了の日のいずれか早い日までに、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援

施設活用推進事業実績報告書（第７号様式。以下「実績報告書」という。）によって、賃貸

室賃借料支払を証する書類を添えて行わなければならない。 



（補助金額の決定） 

第１２条 市長は、前条の規定による事業完了の届出があったときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは、当該補助金額を決定し、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援

施設活用推進事業補助金交付額決定通知書（第８号様式）により通知するものとする。 

 

（補助金の概算払） 

第１３条 補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、京都市産学公連携医療イノベーシ

ョン創出支援施設活用推進事業補助金概算払請求書（第９号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

 

（交付決定の取消及び返還） 

第１４条 市長は、補助事業者が第３条第３項各号又は条例第２２条第１項各号に該当すると

判明した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。 

２ 条例第２２条第１項にかかわらず、市長は、補助事業者において、賃貸室の入居に係る賃

貸借契約が解除されたと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、交付予定額若しく

は交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができ

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年６月２０日から実施する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年３月２６日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

 

 



別表（第３条関係） 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
中小企業者  

 
 
中小企業基本法第２条第１項各号に掲げる者 
 ただし 以下のいずれかに該当する者は除く。 
ア 発行済株式の総数又は出資金額の１／２以上
が同一の大企業の所有に属している者 

イ 発行済株式の総数又は出資金額の２／３以上
が複数の大企業の所有に属している者 

 
 

500 円／㎡ 
 

1 社あたり 
上限５０㎡分 



 

 第１号様式（第６条関係） 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金交付申請書 

 

  年  月  日   

（宛先） 京 都 市 長 

申請者住所               

団 体 名               

氏   名               

連絡担当者               

 

 京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により、下記のとおり  年度京都市産学公連

携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 入居施設名 京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」 

 

２ 補助事業の目的及び内容 

  別紙 京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業計画書のとおり 

 

３ 補助対象額及び補助金交付申請額 

       年度補助対象額          円 

       年度補助金交付申請額       円 

 

 

４ 添付書類 

 ⑴ 京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業計画書（第２号様式） 

 ⑵ 直近１期分の決算書（貸借対照表、損益計算書）の写し１部又は直近１期分の確定申告書写し

１部又は無添付理由書 

 ⑶ 現在事項証明書（写し可、発行日から３箇月以内のもの。）１部、又は個人事業主の開業届出

書写し１部 

⑷ 直近１期分の法人市民税、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）の納税証明書（写し可）１

部又は無添付理由書 

 ⑸ 定款又は規約の写し（個人事業者の場合は不要） 

 ⑹ 賃貸室の入居に係る賃貸借契約書の写し



 

第２号様式（第６条関係） 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業計画書 

 

（1）申請者の概要 

名 称  代表者名  

所在地（住所）  電話番号 （   ）   － 

創業年月日  従業員数 人 

入居施設名 京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」 

活用に係る研究者等の人数及び組織名 人数：     人、  組織名： 

（２）事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金に係る事業費内訳書 

（ 年 月～ 年 月） 

 総額 

（①＋②＋③） 

京都市補助金 

① 

他の補助金等 

② 

自己資金 

③ 

賃貸借料     

（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

 



補助対象 

期  間 

（事業に係る補助対象予定期間） 

  年 月 日～ 年 月 日 

入居期間 

賃貸借料 

   号室  （  ㎡×   円／㎡×  月） 

 年 月 日～   年 月 日 計        円…（ａ） 

   号室  （  ㎡×   円／㎡×  月） 

 年 月 日～   年 月 日 計        円…（ｂ） 

賃貸借料計 （ａ＋ｂ） 

 

京都市補助金 

の算定根拠 
㎡（上限 50 ㎡まで）×500 円／㎡×  月＝    円 

 

 

 

 



 

第３号様式（第７条関係） 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金交付決定通知書 

 

  京都市指令   第 号   

    年  月  日   

 

          様 

 

京 都 市 長   印   

 

     年  月  日付けで申請の補助金については、京都市産学公連携医療イノベーション創

出支援施設活用推進事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり交付することに決定しま

したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付(予定)額   金       円 

２ 事  業  名      年度事業 

           （    年度京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」 

入居に要する経費相当分） 

３ 交付の条件 

 ⑴ 補助金は、本事業以外に支出してはいけません。 

 ⑵ 本事業終了後は、直ちに別紙様式の実績報告書を提出してください。 

 ⑶ 上記各号に違反した場合は、補助金を減額し、又は取り消すことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４号様式（第７条関係） 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金不交付決定通知書 

 

 京都市指令   第 号   

    年  月  日   

 

          様 

 

京 都 市 長   印   

 

     年  月  日付けで申請の補助金については、京都市産学公連携医療イノベーション創

出支援施設活用推進事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり不交付とすることに決定

しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 事  業  名       年度事業 

          （    年度京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」入居に 

要する経費相当分） 

２ 不交付理由                                      

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教示） この決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定により、京都市長に対し、この通知

書を受けた日の翌日から起算して３箇月以内に審査請求を行うことができます。ただし、こ

の決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

     また、行政事件訴訟法の規定により、この通知書を受けた日の翌日から起算して６箇月以

内に京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます

（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。 



 

第５号様式（第９条関係） 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金変更申請書 

 

  年  月  日   

（宛先） 京 都 市 長 

申請者住所               

団 体 名               

氏   名               

連絡担当者               

                                       

   年  月  日付け京都市指令   第  号で交付決定された補助事業の計画を次の 

□変更 

とおり□中止したいので、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金 

□廃止 

交付要綱第９条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

１ 入居施設名 

  京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」 

 

２ 変更、中止又は廃止の理由 

 

３ 変更の内容 

  別紙京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業変更計画書のとおり 

 

４ 添付書類 

 ⑴ 変更後の賃貸借契約書の写し 

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 注 京都市補助金の額に変更がない場合、京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用

推進事業変更計画書（別紙）の添付は不要です。 



 

（別紙） 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業変更計画書 

 

名称  代表者名  

所在地（住所）  電話番号 （   ）   － 

創業年月日  従業員数 人 

入居施設名 京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」 

活用に係る研究者等の人数及び組織名 人数：  人、組織名： 

 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金に係る事業費内訳書 

（ 年 月～ 年 月） 

 総額 

（①＋②＋③） 

京都市補助金 

① 

他の補助金等 

② 

自己資金 

③ 

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 

賃貸借料         

   （消費税及び地方消費税を含む。） 

 

補助対象 

期  間 

（事業に係る補助対象予定期間） 

  年  月  日～   年  月  日 

変

更

前 

入居期間 

賃貸借料 

   号室  （  ㎡×   円／㎡×  月） 

年 月  日～   年 月 日 計        円…（ａ） 

   号室  （  ㎡×   円／㎡×  月） 

 年 月  日～   年 月 日 計        円…（ｂ） 

賃貸借料計 （ａ＋ｂ） 

変

更

後 

入居期間 

賃貸借料 

   号室  （  ㎡×   円／㎡×  月） 

 年 月  日～   年 月 日 計        円…（ａ） 

   号室  （  ㎡×   円／㎡×  月） 

 年 月 日～   年 月 日 計        円…（ｂ） 

賃貸借料計 （ａ＋ｂ） 

 

京都市補助金 

の算定根拠 

変更前 ㎡（上限 50 ㎡まで）×500 円／㎡×  月＝    円 

変更後 ㎡（上限 50 ㎡まで）×500 円／㎡×  月＝    円 

 



 

第６号様式（第１０条関係） 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金変更承認通知書 

 

京都市指令   第 号   

  年  月  日   

 

          様 

 

京 都 市 長   印   

 

   年  月  日付けで申請の補助金については、京都市産学公連携医療イノベーション創出支

援施設活用推進事業補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり交付することに決定しまし

たので通知します。 

 

記 

 

１ 交付(予定)額   金       円 

２ 事  業  名       年度事業 

           （    年度京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」 

入居に要する経費相当分） 

３ 交付の条件 

 ⑴ 補助金は、本事業以外に支出してはいけません。 

 ⑵ 本事業終了後は、直ちに別紙様式の実績報告書を提出してください。 

 ⑶ 上記各号に違反した場合は、補助金を減額し、又は取り消すことがあります。 



 

第７号様式（第１１条関係） 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業実績報告書 

 

  年  月  日   

 

（宛先） 京 都 市 長 

申請者住所               

団 体 名               

氏   名               

連絡担当者               

 

     年  月  日付け京都市指令   第  号で交付決定（変更承認）された補助事業を  

年 月 日付けで完了（中止・廃止）しましたので、京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条

の規定により報告します。 

 

１ 入居施設名 

  京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」 

 

２ 補助対象額及び補助交付金額 

  補助対象額   金      円 

  補助金交付額   金      円 

 

３ 補助事業の内容 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金に係る実績内訳書 

（ 年 月～ 年 月） 

 総額 

（①＋②＋③） 

京都市補助金 

① 

他の補助金等 

② 

自己資金 

③ 

 

賃貸借料 

 

    

（消費税及び地方消費税を含む。） 

補助対象 

期  間 

（事業に係る補助対象期間） 

  年  月  日～   年  月  日 

入居期間 

賃貸借料 

   号室  （  ㎡×   円／㎡×  月） 

 年 月 日～   年 月 日 計        円…（ａ） 

   号室  （  ㎡×   円／㎡×  月） 

 年 月 日～   年 月 日 計        円…（ｂ） 

賃貸借料計 （ａ＋ｂ） 

 

京都市補助金 

の算定根拠 
㎡（上限 50 ㎡まで）×500 円／㎡×  月＝    円 

 

４ 添付書類 

 ⑴ 賃貸室賃借料支払金額内訳書（賃貸室の賃貸借契約書の写し） 

 ⑵ 賃貸室賃借料の支払を証する書類（京都大学からの請求書写及び振込等の記録） 

    



 

第８号様式（第１２条関係） 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金交付額決定通知書 

 

 京都市指令   第 号   

    年  月  日   

 

          様 

 

京 都 市 長   印   

 

     年  月  日付けで申請の補助金については、京都市産学公連携医療イノベーション創

出支援施設活用推進事業補助金交付要綱第１２条の規定により、下記のとおり交付することに決定し

ましたので通知します。 

 

記 

 

１ 交付(決定)額   金       円 

  ※減額の場合   減額理由                                

                                              

２ 事  業  名       年度事業 

           （    年度京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」入居

に要する経費相当分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教示） この決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定により、京都市長に対し、この通知

書を受けた日の翌日から起算して３箇月以内に審査請求を行うことができます。ただし、こ

の決定があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

     また、行政事件訴訟法の規定により、この通知書を受けた日の翌日から起算して６箇月以

内に京都市を被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます

（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長となります。）。 



 

第９号様式（第１３条関係） 

 

京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金概算払請求書 

 

  年  月  日   

（宛先） 京 都 市 長 

請求者住所               

団 体 名               

氏   名               

連絡担当者               

 

 京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金交付要綱第１３条の規定に

より、下記のとおり   年度産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金の概

算払を請求します。 

 

記 

 

１ 入居施設名 

京都大学医薬系総合研究棟「イノベーションハブ京都」 

 

２ 補助金交付決定（変更承認）通知年月日及び番号 

      年  月  日付け京都市指令   第  号 

 

３ 補助金交付支払請求内訳書 

補助対象額 
補助金交付 

決定額 
交付済額 今回請求額 残額 

事業完了 

予定日 

円 円 円 円 円  

 

 

 

 


